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国内募集型企画旅行条件書（抜粋） 

（本条件書は、旅行業法第 12 条の４に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の５に定める契約書面の一部となります。） 

（お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。） 

 募集型企画旅行契約 

（1）この旅行は、株式会社ドキドキ旅行（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様

は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。又、契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット

等）の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の

部）」（以下「募集型企画旅行約款」という）によります。 

（2）当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス（以下「旅行サービ

ス」という）の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。 

 旅行の申込み方法 

当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込

金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。  

旅行代金 ３万円未満 
３万円以上 

６万円未満 

６万円以上 

10 万円未満  

10 万円以上 

15 万円未満 
15 万円以上 

お申込金 
6,000 円～ 

旅行代金まで 

12,000 円～ 

旅行代金まで 

20,000 円～ 

旅行代金まで 

30,000 円～ 

旅行代金まで 

代金の 20％～ 

旅行代金まで 

但し、別途パンフレットに申込金の記載がある場合はその定めるところによります。ローンを利用される場合には旅行代金の 10％以

上を頭金としますが、これはそのままお申込金に充当されます。 

（2）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の

申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出してい

ただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。 

（3）申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。 
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（4）申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、

所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。 

（5）お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客様の

承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。（以下「ウェイ

ティング登録」といいます。）その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合

速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可

能通知の前にお客様から「ウエイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに 結果として予約が不可

能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウエイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。 

 旅行代金のお支払い 

旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日（以下「基準日」という）より前にお支払いいた

だきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただ

きます。 

 旅行代金に含まれているもの 

（1）パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、観光料金（入場・拝観・ガイ

ド等）、及び消費税等諸税（但し、基準期日現在に公示されているものに限ります）。 

（2）添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。 

上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。 

 取消料 

（1）旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料を

お支払いいただきます（但し、パンフレットに取消料を明示した場合はそれによります）。 

区分 取消料 

イ．旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２０日目（日帰り旅行にあっては１０日目）に当たる日以降

に解除する場合（ロからホまでに掲げる場合を除く。） 

旅行代金の２０％

以内 

ロ．旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目に当たる日以降に解除する場合（ハからホまでに掲

げる場合を除く。） 

旅行代金の３０％

以内 

ハ．旅行開始日の前日に解除する場合 
旅行代金の４０％

以内 
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ニ．旅行開始日当日に解除する場合（ホに掲げる場合を除く。） 
旅行代金の５０％

以内 

ホ．旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。 
旅行代金の１００％

以内 

（2）貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。 

（3）当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も本項の取消料をお支払いいただきます。 

 特別補償 

（1）当社は、第 18 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めると

ころにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害に

ついて、 

死亡補償金として 1500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円～20 万円、 

通院見舞金として通院日数により 1 万円～5 万円を支払います。 

携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円をもって限度とします。 

ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、そ

の他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。  

（2）当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金

の一部又は全部に充当します。 

（3）お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受

領、山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの）、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、

ハングライダー搭乗、超軽量動力機（モーターハングライダー、マイクロライト機等）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類す

る危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。 

（4）地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであると

きは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。 

（5）当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行（オプショナルツアー）につい

ては、主たる旅行契約の一部として取扱います。 

（6）ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお

客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。 
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 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件 

当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます。）のカード会員（以下「会員」といいます）より所定の

伝票への会員の署名な くして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行の

お申込を受ける場合があります。（以下「通信契 約」といいます。）その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたします

が、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。 

（1）通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月

日」等（以下「会員番号等」といいます。）を当社らにお申し出いただきます。  

（2）通信契約は、電話による申込の場合は、当社らが申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手

段による申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨を

e-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとし

ます。  

（3）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第 15 項(1)の取

消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこ

の限りではありません。  

（4）当社らは、会員と通信契約を締結した場合であって、第 9 項(2)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第 11 項

から第 14 項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員

規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の

翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起

算して 30 日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとします。 

（5）通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員

規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。 

（6）通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受け

できない場合もあります。 

 ご旅行条件・旅行代金の基準 

（1）この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。 

（2）特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満 12 歳以上の方はおとな代金、満６歳以上（航空機利用コースは満３歳以上）12

歳未満の方は、こども代金となります。 

（3）旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。 
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（4）追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、１人部屋追加代金、延泊によ

る宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレットに表示して追加する代金をいいます。 

（5）本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの

追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第２項のお申込金、第 15 項の取消料、第 21 項の変更補償

金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含ま

れません。 

 その他 

国内旅行保険について 

安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険については当

社らの係員にお問合わせください。  

当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、

募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社らにご請求ください。当社旅行業約款は、

当社ホームページからもご覧になれます。  

個人情報の取扱いについて 

星野リゾートグループ（以下「当社」）は、お客様及びお取引先の皆様からお預かりする個人情報を保護し、適切に利

用させて頂くことが当社の重要な社会的責任であると認識し、当方針を制定し、全従業員に周知徹底すると共に確実

に実行致します。  

  

 

 


